
加算変更等確認表（第１号事業） 

■令和６年４月 

項番 サービス種類 変更点 令和６年４月以降の

取扱い 

１ Ａ２：訪問型サー ビス（独自） 

Ａ３：訪問型サービス（独自・定率） 

Ａ６：通所型サー ビス（独自） 

Ａ７：通所型サー ビス（独自・定率） 

「その他該当する体制

等」欄の  

「高齢者虐待防止措置

実施の有無」  

「１：減算型」 

 「２：基準型」 

 を新設 

新たな届出がない場合

は「１：減算型」とみ

なします。 

「２：基準型」で算定す

る場合は、届出をしてく

ださい。 

２ Ａ２：訪問型サー ビス（独自） 

Ａ３：訪問型サービス（独自・定率） 

「その他該当する体制

等」欄の 

「同一建物減算（同一敷

地内建物等に居住する

者 への提供）」 

 「１：非該当」 

 「２：該当」 

 を新設 

新たな届出がない場合

は「１：非該当」とみな

します。 

「２：該当」とする場合

は届出が必要です。 

３ Ａ２：訪問型サー ビス（独自） 

Ａ３：訪問型サービス（独自・定率） 

「その他該当する体制

等」欄の 

「同一建物減算（同一敷

地内建物等に居住する

者への提供（利用者５０

人以上））」 

「１：非該当」 

「２：該当」 

 を新設 

新たな届出がない場合

は「１：非該当」とみな

します。 

「２：該当」とする場合

は届出が必要です。 

４ Ａ２：訪問型サー ビス（独自） 

Ａ３：訪問型サービス（独自・定率） 

「その他該当する体制

等」欄の 

「口腔連携強化加算」

「１：なし」 

「２：あり」 

を新設 

新たな届出がない場合

は「１：なし」とみなし

ます。 

「２：あり」とする場合

は届出が必要です。 

５ Ａ６：通所型サー ビス（独自） 

Ａ７：通所型サー ビス（独自・定率） 

「その他該当する体制

等」欄の 

新たな届出がない場合

は「１：減算型」とみな



「業務継続計画策定の

有無」 

「１：減算型」 

「２：基準型」 

 を新設 

します。 

「２：基準型」で算定す

る場合は届出が必要で

す。 

６ Ａ６：通所型サー ビス（独自） 

Ａ７：通所型サー ビス（独自・定率） 

「その他該当する体制

等」欄の 

「運動器機能向上体制」 

を廃止 

廃止 

７ Ａ６：通所型サー ビス（独自） 

Ａ７：通所型サー ビス（独自・定率） 

「その他該当する体制

等」欄の 

「選択的サービス複数

実施加算」 

 を 

 「一体的サービス提供

加算」 

に名称変更 

算定を行うためには、新

たな届出が必要です。 

８ Ａ６：通所型サー ビス（独自） 「その他該当する体制

等」欄の 

「事業所評価加算〔申

出〕の有無」 

を廃止 

廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■令和６年６月 

項番 サービス種類 変更点 令和６年６月以降の

取扱い 

１ Ａ２：訪問型サー ビス（独自） 

Ａ３：訪問型サービス（独自・定率） 

Ａ６：通所型サー ビス（独自） 

Ａ７：通所型サー ビス（独自・定率） 

「その他該当する体制

等」欄の 「介護職員処

遇改善加算」  

を 

「介護職員等処遇改善

加算」 

 に名称変更し 

 「１：なし」 

 「６：加算Ⅰ」 

 「５：加算Ⅱ」 

 「２：加算Ⅲ」 

 を 

 「１：なし」 

 「７：加算Ⅰ」 

 「８：加算Ⅱ」 

 「９：加算Ⅲ」 

 「Ａ：加算Ⅳ」 

 「Ｂ：加算Ⅴ(１)」 

 「Ｃ：加算Ⅴ(２)」 

 「Ｄ：加算Ⅴ(３)」 

 「Ｅ：加算Ⅴ(４)」 

 「Ｆ：加算Ⅴ(５)」 

 「Ｇ：加算Ⅴ(６)」 

 「Ｈ：加算Ⅴ(７)」 

 「Ｊ：加算Ⅴ(８)」 

 「Ｋ：加算Ⅴ(９)」 

 「Ｌ：加算Ⅴ(１０)」 

 「Ｍ：加算Ⅴ(１１)」 

 「Ｎ：加算Ⅴ(１２)」 

 「Ｐ：加算Ⅴ(１３)」 

 「Ｒ：加算Ⅴ(１４)」 

 に変更 

 

既存届出内容がいずれ

の場合も新たな届出が

ない場合は「１：なし」

とみなします。 

それ以外で算定する場

合は届出が必要です。 



２ Ａ２：訪問型サー ビス（独自） 

Ａ３：訪問型サービス（独自・定率） 

Ａ６：通所型サー ビス（独自） 

Ａ７：通所型サー ビス（独自・定率） 

「その他該当する体制

等」欄の 

「介護職員等特定処遇

改善加算」 

「介護職員等ベースア

ップ等支援加算 

を廃止 

廃止 

 


